
   公立大学法人公立鳥取環境大学科学研究費補助金取扱規程 

平成２４年４月１日 

鳥取環境大学規程第１０１号 

 

 （趣旨） 

第１条 本規程は、文部科学省から本学研究者に交付される科学研究費補助金及び独立行政法人

日本学術振興会から本学研究者に交付される科学研究費補助金（以下「補助金」という。）の

公立鳥取環境大学（以下「本学」という。）における事務について、その取扱を定めるものと

する。 

 

 （法令の遵守） 

第２条 補助金の交付を受けて補助事業を行う研究代表者及び研究分担者（以下「研究者」とい

う。）は、交付決定を受けた補助金の執行に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省告示

第１１０号）、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領（平成

１５年規程第１７号）及び文部科学省･日本学術振興会研究者・機関使用ルールその他法令等に

定めるもののほか、この規程の定めるところによらなければならない。 

 

 （事務の担当） 

第３条 研究者は補助金の事務について、学長に委任する。 

２ 研究者から委任を受けた補助金に関する事務は、総務課及び研究交流推進課が行う。 

３ 総務課は、公立大学法人公立鳥取環境大学会計規則（以下「会計規則」という。）により契

約等の手続きを行い、補助金の支出を行う。 

４ 研究交流推進課は、補助金の交付申請、実績報告その他の経理以外の事務を行う。 

 

 （補助金の管理） 

第４条 総務課は、補助金の送金があった時は直ちに補助金専用口座に預託する。 

２ 前項の預託は、学長名義の預金口座をもって行う。 

 

 （物品の購入及び検収） 

第５条 研究者が補助金で物品を購入しようとする場合には、会計規則第４条第２項に規定する

経理責任者の決裁を受けた後に発注して、総務課に納品させるものとし、会計担当職員が検品

した後、研究者に引き渡す。 

２ 研究者がやむを得ず立替払いをした場合には、研究者は事後速やかに、購入物品を総務課へ

持参し、会計担当職員による検品を受けなければならない。 

 

 （補助金により購入した設備等の寄付） 

第６条 補助金により購入した設備備品又は図書（以下「設備等」という。）は、科学研究費補

助金取扱規程第１６条又は独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱

要領第１９条の規定により、直ちに本学に現物寄付する。 

 

 （所属機関変更時の設備等の返還） 



第７条 研究者が他の研究機関に所属することとなり、当該研究機関において、前条の規定によ

り寄付した設備等の使用を希望する場合は、その求めに応じて、当該設備等を研究者に返還す

る。 

 

 （間接経費の譲渡及び返還） 

第８条 研究者は、間接経費の交付があった場合は、これを本学に譲渡する。 

２ 当該研究者が他の研究機関に所属することとなった場合、直接経費の残額の３０％に相当す

る額の間接経費を当該研究者に返還する。 

３ その他間接経費の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。 

 

 （利子の譲渡） 

第９条 直接経費に関して生じた利子は、これを本学に譲渡する。 

 

 （支出の期限） 

第１０条 当該年度の補助事業にかかる物品の納品、役務の提供等の終了期限は、別途事務局総

務課が通知する日までとする。 

 

 （委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年規程第１９号） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３１号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第１７号） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年規程第２８号） 

 この規程は、令和２年４月２８日から施行する。 

 

 


